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『栃木市歴史的風致維持向上計画』の策定について 
 

１.趣旨 

本市においては、これまでの歴史的資源を活用したまちづくりの取り組みにより、歴
史・文化・景観を大切にしたまちづくりの必要性が市民を始めとする多くの人々に浸透し
てきている。 

しかしながら、近年において各分野での後継者不足が深刻な課題となっており、管理す
ることが困難となった歴史的建造物が取り壊される状況も発生し、町並みを保存していく
うえで建造物の活用がうまくできなくなってきているとともに、伝統工芸や伝統芸能等に
おいても、維持が困難になってきているものもある。 

国では、歴史的風致を維持・向上させ、後世に継承することを目的として、平成２０年
に「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり法）」が施行
され、文化財を活用し、まちづくりにつなげていくための一体的な支援の方向が打ち出さ

れた。 

本市には、歴史と伝統により培われた人々の活動が根付いており、その証ともいえる歴
史的建造物と市街地の環境が一体となり歴史的風致が形成されている。これを機に、これ
まで維持されてきた栃木固有の歴史的文化や風情、たたずまいを、今後とも維持し、さら
に向上させることを目的とし、「栃木市歴史的風致維持向上計画」を策定する。 

２.計画期間及び内容 

【計画期間】平成３１年度～４０年度（予定） 

【内容】歴史まちづくり法に基づき、歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を重点
的かつ一体的に推進することが必要な区域として「重点区域」（嘉右衛門町重伝建
地区及びその周辺部）を設定し、各種事業を展開する。 

３.期待される効果 

嘉右衛門町重伝建地区及びその周辺部(蔵の街大通り周辺)を歴史的風致維持向上計画の
重点区域とし、一体的に環境整備することにより、本市がこれまで取り組んできた蔵等の
歴史的資源を活用したまちづくりをより一層推進できる。 

また、計画を策定し国に認定されることにより、国の支援を受けながら各種事業を展開
することができる。 

４.策定期間 

平成２９年度～平成３０年度（２年間） 

５.計画の方針 

歴史まちづくり法第４条の規定による歴史的風致維持向上基本方針に基づき、同法第５
条の規定により「歴史的風致維持向上計画」として取りまとめる。 

～計画の構成～ 

序章  計画策定の背景と目的、計画期間、計画の策定体制 

第１章 栃木市の歴史的風致形成の背景 

第２章 栃木の維持及び向上すべき歴史的風致 

第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

第４章 重点区域の位置及び区域 

第５章 文化財の保存又は活用に関する事項 

第６章 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等に関する事項 

第７章 歴史的風致形成建造物の指定の方針 
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第８章 歴史的風致形成建造物の管理の指針となるべき事項 

６.計画の策定方法 

以下の体制により、計画を策定していく。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】総合政策部 蔵の街課 担当：佐藤・廣瀬 電話：0282-21-2573 

 

栃木市歴史的風致維持向上計画 策定体制 

庁内組織 

栃木市歴史的風致維持向上計画策定検討会議 

 ・計画案の作成 

 ・庁内の合意形成、連絡調整 
 【構成】関係課長 

栃木市歴史的風致維持向上計画策定検討部会 

 ・計画素案の作成 

 ・庁内の連絡調整 
 【構成】関係係長 

事務局 
 【構成】蔵の街課、都市計画課、文化課 

関係機関協議 
 【対象】文部科学省、農林水産省、国土交通省 

     栃木県教育委員会 等 

 

栃木市歴史的風致維持向上協議会 

 ・計画の作成に関する協議 
【構成】学識経験者、関係団体、行政職員 

法定協議会 

 

栃木市歴史的風致維持向上計画策定懇談会 

 ・計画の作成に関する協議 
【構成】学識経験者、関係団体、行政職員 

意見 

事前相談 

提案 

移行 

助言・指導 

栃木市文化財保護審議会 

栃木市景観審議会 

栃木市都市計画審議会 

栃木市歴史的風致維持向上計画案の作成 

意見 

提案 
 

市民 

意見 

公表（パブリックコメント・シンポジウム） 

栃木市長 

歴史的風致維持向上計画の策定 

主務大臣 

文部科学大臣・農林水産省・国土交通大臣 
 

申請 認定 



文化財保護調整室

H29.3

「歴史的風致維持向上計画の認定状況」

平成29年3月末現在
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◎歴史まちづくり法問合せ先 各省庁ホームページ
【参考情報】

「歴まち」情報サイト
（国土交通省国土技術政策総合研究所）

以下のウェブサイトで各認定都市の取り組み
などを紹介しています。



※

城跡（史跡）城跡（史跡）

（国が策定）

国が策定する

市街地の

都市公園等事業

※重点区域とは「重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物の用に供される土地」
　又は「重要伝統的建造物群保存地区内の土地の区域」と、「その周辺の土地の区域」のことをいう。

歴史まちづくりを進める重点区域
城跡（史跡）周辺の重点区域



※

城跡（史跡）城跡（史跡）

（国が策定）

国が策定する

市街地の

都市公園等事業

※重点区域とは「重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物の用に供される土地」
　又は「重要伝統的建造物群保存地区内の土地の区域」と、「その周辺の土地の区域」のことをいう。

歴史まちづくりを進める重点区域
城跡（史跡）周辺の重点区域



事業の概要　〜認定計画に基づく事業を支援します〜

街なみ環境整備事業

◆ �重点区域または街づくり協定等が結ばれた地区において、協
議会活動、建造物の修景、地区公共施設の整備等について、総
合的に支援します。

◆ �歴史的風致形成建造物については、復原、買収等についても支
援します。（ただし、10年以上の一般公開を行うことが条件。交
付率は、直接1/2、間接1/3）

【広島県竹原市】酒蔵（歴史的風致形成建造物）の保存修理

　　　　　　　　　 修理前 　　　　　　　　　　修理後

都市公園等事業

◆ �古墳、城跡、旧宅 等の遺跡及びこれらを復原したもので歴史上また
は学術上価値の 高いものが対象となります。

◆ �公園管理者以外 の地方公共団体及び歴史的風致維持向上支援法
人に対しても支 援します。

【石川県金沢市】河
か

北
ほく

門
もん

及び橋爪門の復原

二の丸

本 丸

三の丸

橋爪門

河北門

石川門兼六園

　　　　　　　  金沢城公園 　　　　　　　 復原された橋爪門

地域用水環境整備事業

◆ �歴史的風致維持向上計画に位置付けられた農業水利施設等の
土地改良施設を整備の対象とすることができます。

【群馬県甘楽町】雄
お

川
がわ

堰
ぜき

の改修

　　　　　　　　　 改修前 　　　　　　　　　　改修後

法



都市公園等事業

◆ �古墳、城跡、旧宅 等の遺跡及びこれらを復原したもので歴史上また
は学術上価値の 高いものが対象となります。

◆ �公園管理者以外 の地方公共団体及び歴史的風致維持向上支援法
人に対しても支 援します。

【石川県金沢市】河
か

北
ほく

門
もん

及び橋爪門の復原

二の丸

本 丸

三の丸

橋爪門

河北門

石川門兼六園

　　　　　　　  金沢城公園 　　　　　　　 復原された橋爪門

都市再生整備計画事業

◆ �認定計画に基づく事業を行う地区で一定の要件を満たす場
合には、交付率の上限を現行の40％から45％に拡充します。

◆ �古都及び緑地保全事業、電柱電線類移設等の新たな基幹事業
の追加により、市町村の創意工夫をより一層活かした取組を
支援します。

【茨城県水戸市】水戸城跡周辺地区内の道路美装化・無電柱化

　　　　　　　　　整備前 　　　　　　　　　　整備後

都市再生区画整理事業

◆ �認定計画に基づく土地区画整理事業地区を重点地区として支
援します。

◆ �あわせて、歴史的まちなみ形成に資する建築物等の敷地上の
従前建築物等の移転補償費を支援します。

都市・地域交通戦略推進事業

◆ �重点区域内の過度な自動車交通の流入を抑制するために設け
られるパークアンドライド駐車場などの整備を支援します。

日本遺産 
（Japan Heritage）

◆ �文化庁では、地域の歴史的魅力や特色を通
じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを
「日本遺産（Japan�Heritage）」として認定
し、ストーリーを語る上で不可欠な魅力あ
る有形・無形の様々な文化財群を総合的
に活用する取組を支援しています。

◆ �歴史的風致維持向上計画が認定される
と、日本遺産の「地域型」に認定申請する
ことができます。



歴史まちづくり（歴史的風致維持向上計

広島県尾道市（平成24年6月計画認定）
　寺社を中心とした祭礼・行事などの歴史的風致を有している尾道市は、国宝浄

じょ

土
うど

寺
じ

を含む尾道・向島地区など
を重点区域とし、浄土寺方丈の修理事業や、景観地区の設定などの施策を進めることで、魅力ある歴史的まち
なみの形成が進み、外国人観光客の増加等の効果が見られています。

外国人観光客数の増加
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40,100

66,818

214,045

93,444

131,646
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◆認定後、外国人観光客が倍増しています

浄土寺に奉納される吉和太鼓おどり 祗園祭の迫力ある三体廻し

三匹の鬼が町中を練り歩くベッチャー祭 爽
そうらいけん

籟軒庭園で一息つく外国人観光客

三重県亀山市（平成21年1月計画認定）
　亀山市関宿伝統的建造物群保存地区を中心とした祭りなどの歴史的風致を有している亀山市は、東海道沿道
区域を重点区域とし、旧亀山城多

た

門
もん

櫓
やぐら

の整備事業や、亀山市景観計画に基づく高さ制限などの施策を進めるこ
とで、まちなみ保存に対する住民満足度の向上につなげています。

住民満足度の向上

38.6%

48.1% 52.5%
54.7%

平成18年度 平成21年度 平成22年度 平成25年度

平成21年1月
認定

まちなみ保存に対する住民満足度

0%

30%

40%

50%
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◆認定後、住民満足度が半数を超えています

関宿祇園夏祭り

関宿（百六里庭）からの眺望景観 関宿東
ひがしおいわけ

追分一の鳥居お木曳き



画）の効果

富山県高岡市（平成23年6月計画認定）
　高岡市金

かな

屋
や

町
まち

伝統的建造物群保存地区を中心とした鋳物に関する歴史的風致などを有している高岡市は、旧
高
たか

岡
おか

町
まち

往
おう

来
らい

地区などを重点区域とし、高岡御
みく

車
るま

山
やま

会館の建設事業や、景観形成重点地区内の建物修景などの施
策を進めることにより、まちづくりに対する住民意識が向上しています。

江戸時代末期の町名復活

 平
ひらまいちょう

米町における獅子舞の披露

　袋
ふくろちょう

町における復活記念祝賀式

◆�平成27年4月に旧町名�（平米町、��袋町）�が��
復活しています�

鋳物のまち金屋 国宝瑞
ずいりゅうじ

龍寺

高岡御車山 景観形成重点地区（旧北陸街道）

山口県萩市（平成21年1月計画認定）
　史跡松下村塾を中心とした明治維新に関する歴史的風致を有している萩市は、萩市平

ひ

安
や

古
こ

地区伝統的建造物
群保存地区を含む歴史的風致保存区域を重点区域とし、旧萩藩校明

めい

倫
りん

館
かん

活用推進事業や、屋外広告物条例の活
用などの施策と企業などの協力が相まって、まちの魅力が向上しています。

景観に関する意識の向上

　  改修前

　  改修後

◆�屋外広告物についても歴史的まちなみへの
配慮がなされています�

江戸時代の地図が使える萩城下町 明治維新の原動力となった志士を輩出した松下村塾

平安古地区における手廻り備え行列 重点区域の中心に建つ旧萩藩校明倫館



文化財保護調整室

H29.3

「歴史的風致維持向上計画の認定状況」

平成29年3月末現在

99 88

44

10

1313
1616

1717

1919

1818

2121

24

26
2929

3131
3333 3232
3838

4141

4848 2727

4040
5757

4545

4646

2020

1515
6060

6262 50

5151
5252

検 索歴史まちづくり

19

32
11

58

39
44

49

54
34

43 56
5 6
36

2847

12 3
14

1

2

23

55

25

37

35
730

42

22

59

61

53

◎歴史まちづくり法問合せ先 各省庁ホームページ
【参考情報】

「歴まち」情報サイト
（国土交通省国土技術政策総合研究所）

以下のウェブサイトで各認定都市の取り組み
などを紹介しています。

都道府県名 市町村名 認定日
1 石川県 金沢市

H21.1.19
2 岐阜県 高山市
3 滋賀県 彦根市
4 山口県 萩市
5 三重県 亀山市
6 愛知県 犬山市

H21.3.11
7 長野県 下諏訪町
8 高知県 佐川町
9 熊本県 山鹿市
10 茨城県 桜川市
11 岡山県 津山市 H21.7.22
12 京都府 京都市 H21.11.19
13 茨城県 水戸市

H22.2.414 滋賀県 長浜市
15 青森県 弘前市
16 群馬県 甘楽町 H22.3.30
17 岡山県 高梁市

H22.11.2218 福岡県 太宰府市
19 徳島県 三好市
20 福島県 白河市

H23.2.2321 島根県 松江市
22 岐阜県 恵那市
23 富山県 高岡市

H23.6.824 神奈川県 小田原市
25 長野県 松本市
26 埼玉県 川越市
27 宮城県 多賀城市 H23.12.6
28 京都府 宇治市

H24.3.529 愛媛県 大洲市
30 岐阜県 美濃市
31 佐賀県 佐賀市
32 広島県 尾道市

H24.6.633 広島県 竹原市
34 三重県 明和町
35 長野県 東御市
36 岐阜県 岐阜市

H25.4.1137 長野県 長野市
38 島根県 津和野町
39 大阪府 堺市

H25.11.2240 山形県 鶴岡市
41 宮崎県 日南市
42 岐阜県 郡上市

H26.2.1443 愛知県 名古屋市
44 奈良県 斑鳩町
45 大分県 竹田市 H26.6.2346 福岡県 添田町
47 京都府 向日市

H27.2.2348 福島県 国見町
49 奈良県 奈良市

50 神奈川県 鎌倉市 H28.1.2551 福島県 磐梯町
52 福島県 桑折町 H28.3.2853 和歌山県 湯浅町
54 三重県 伊賀市

H28.5.1955 長野県 千曲市
56 愛知県 岡崎市
57 新潟県 村上市

H28.10.358 和歌山県 広川町
59 静岡県 三島市
60 秋田県 大館市

H29.3.1761 山梨県 甲州市
62 熊本県 湯前町


